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野中やよい 

こんにちは！野中やよいです。 

記録的な猛暑が終わり、秋らしい爽やかな季節となりました。 

＊年 4回の新座市議会定例会終了後に発行している野中やよいニュースです。 

＊担当地域の中を順番に歩いて配らせていただいております。そのため皆様のもとに毎回 

は届いていないかと思います。毎号必要な方はご連絡ください。また、野中やよいのホー 

ムページにはこれまで発行した通信を掲載しておりますので御覧ください。 

＊災害が続く昨今です。いつ、どこで、どんな災害が起きるか予測できない時代になりまし 

た。一人一人が防災の意識をもち、公助（行政による支援）を待つのみでなく、自助（自分の 

命は自分で守る）、共助（地域、近隣等で助けあう）をすすめていくことが大事です。 野中 

やよいは防災士の資格取得にも挑戦し、防災減災の施策をすすめ、共助、近助（ご近所で助 

け合う）の仕組みづくりの支援等、市民の安全安心のために働いてまいります。 
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平成 30 年第三回新座市議会定例会が 8月 29 日

から 9 月 27 日まで開催されました。 

市長提出議案は追加の補正予算 1 議案を含む 28

議案（専決処分 1件、条例案件 6 件、補正予算案件 7

件、決算認定 8 件、契約案件 1 件、道路案件 4 件、そ

の他 1 件）が提出され、審議の結果すべて可決、認

定、承認されました。 

今回の補正予算により一般会計の予算総額は、

517 億 7,568 万９千円となりました。 

野中やよいは、一般質問、補正予算の賛成討論、決 

算認定の賛成討論、「児童虐待防止対策の更なる強 

化を求める意見書」の提出者として登壇しました。 

 

補正予算の主な内容 

＊第二老人福祉センターの移転建替え（H32 年開所） 

＊ブロック塀等撤去、築造工事助成事業が開始 

＊市民総合体育館のトイレ洋式化 

＊野火止運動場野球専用グラウンドへの改修、施設整備 

＊大和田運動場少年サッカー場の改修、施設整備 

＊生活保護受給世帯の子どもへの進学準備給付金支給 

＊こもれび通りの歩道整備に関わる測量・実施設計 他 

市民の利便性向上、安全安心のための施策が進みます。 

野中やよいプロフィール 

 1963（昭和 38）年 3 月滋賀県彦根市生れ 

 滋賀県立彦根東高校、創価大学文学部卒業 

 中国北京大学へ 1 年間交換留学 

 大和証券㈱中国業務部で 11 年勤務  

2012 年 2 月 新座市議会議員初当選（二期目） 

総務常任委員会委員 

議会改革特別委員会委員長 

志木地区衛生組合議会議員、商工委員会委員 

【総務常任委員会での質疑】 

今議会では総務常任委員会委員として初めての歳入歳出決算審議

に臨みました。その中で「換価の猶予」について質疑しました。 

＊市の歳入の根幹をなすものは、皆様からの市税（市民税、固定資産

税、都市計画税、軽自動車税、市たばこ税）であり、歳入がなければ

どんな事業も実施することができません。 

＊納税は国民の義務と憲法に定められていますが、病気や失職等や

むを得ない事情で納期限を過ぎてしまう方のために、「換価の猶

予」という制度があります。換価の猶予によって、差し押さえが止ま

り、延滞税の軽減がされます。 

＊市では、職権による換価の猶予はすすめていただいていますが、今

後は申請による換価の猶予をすすめていただくよう要望しました。 

＊これは、公明党の竹谷としこ参議院議員の国会質問により実現した 

もので、納税者からの申請による換価の猶予ができることになりま

した。 

＊市には、法律に則った換価の猶予の手続き、市民に寄り添った徴税姿

勢で、完納できる市民が増えるよう要望しました。 

 

＊いずれにしても、病気や事業の不振等で納期限までに税金が納めら

れない理由がある時は、早めのご相談を市納税課にしていただくの

が大切です。催告がきても払えないからと相談せず、そのままにして

おくと、延滞税が加算され、財産の差し押さえもされることになりま

す。まずは納税課にご相談ください。納期限前の早めのご相談をお願

いします。 

 

 
 

  

矢倉かつお参議院議員と来

夏の勝利の決意を込めて 
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募金活動のお手伝い 

矢倉かつお参議院議員、 

安藤ともき県議会議員と 

定期的に開催している 

安藤ともき県民相談会で 

 
 

 



 

９月議会 

野中やよいの一般質問 
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小児がんは発症数が少ないため多くの医療機関で医

療経験が乏しく適切な医療受診の遅れが懸念されて

いる。 

小児がんの一種である網膜芽細胞腫は出生時 1 万 5

千人から 1 万 6 千人に 1 人が発症する眼のがんであ

り、乳幼児健診でチェックされれば子ども達の命を守

ることができる。 

Ｑ：乳幼児健診での小児がんの早期発見の取組について

伺う。 

A:現在、3,4 か月健診時に網膜芽細胞腫の周知を図るチ

ラシを配布している。今後は 9,10か月健診、1歳 6か月

健診でも配布し周知を図ってまいります。 

Ｑ：乳幼児健診の医師アンケートの目の項目に、白色瞳

孔、瞳孔の異常等の項目を追加してはどうか。また、チ

ラシや母子健康手帳等での周知についてはどのよう

に取り組まれるか。 

A:3,4 か月児健診、9,10 か月児健診、1 歳 6 か月児健診で

医師が記入する診療所見の中に追加する予定。 

 また、保護者が記入するアンケートの中にも目に関す

る質問があるので、そこに網膜芽細胞腫に関する質問

を掲載する。ご指摘の点については、しっかり取り組ん

でまいります。 

野中やよい連絡先：08098049455  E-mail: nona317@yahoo.co.jp   HP: www.komei.or.jp/km/nonanona/ 

網膜芽細胞腫の早期発見について 

 

不育症とは、2回以上の流産、死産や早期新生児死亡

を繰り返し結果的に子どもをもてない病態であり、

適切な検査、治療により 80%以上が出産にたどり着け

るとされている。 

全国で 140万人、毎年約 3万人が新たに発症し、妊

娠した女性の 16人に 1人が不育症であると言われて

いる。 

埼玉県では今年 4月から上限 2万円として不育症の

検査費助成を開始、市の状況と今後の対応について

お伺いする。 

Ｑ：不育症の支援策として、気軽に相談できる窓口設置、

周知啓発の取組等についてどのように取り組んでい

るか。 

A:県の相談窓口として埼玉県不妊専門相談センター、

助産師の電話相談があり、広報、HP,子育てメールマ

ガジンで周知している。不育症検査費助成事業につ

いて保健センター発行の子育て応援ガイドへ掲載

し、近隣の指定医療機関等について引き続き周知に

努めたい。また、市独自で作成したチラシを母子健

康手帳交付時に同封し、相談窓口や制度について周

知したいと考えている。 

＊治療費助成事業については、財政的に厳しいため、

今後の県内の動向を注視していくとの答弁でした。 

不育症支援について 

 

①市の対応、連絡体制、相談体制について 

Q: 増加する相談件数への対応及び関係機関 

との連携について伺う。 

A: 市の児童相談件数は平成 29年度 638件、うち虐待に関

するもの 213件で前年度 7%増となっています（心理的虐

待 54%、身体的虐待 22%、ネグレクト 23%、）。 

 市の対応状況は 

＊本年 4月から相談対応職員を 1名増員 

＊児童虐待に関する研究会への定期的な参加による職員

の資質向上に努めている。 

＊関係機関との情報共有によって児童を守る。 

虐待を受けている要保護児童の早期発見、適切な保護を

図るため、所沢児童相談所、新座警察署、朝霞保健所、

庁内関係各課等で構成する要保護児童対策協議会実務

者会議を毎月開催し、児童やその家族の実態把握及び支

援方法について協議している。要保護児童の通う保育

所、幼稚園、小中学校との情報共有で、あざ、傷など発

見するなど児童に変調のあった際の早期通報をお願い

している。 

②児童相談所全国共通ダイヤル 189（いちはやく）児童虐

待防止推進月間の周知について 

Q: 市での取組は。にいバスへのラッピング、マグネット

シール等で 189についてアピールできないか伺う。 

A:＊児童虐待防止推進月間の 11 月広報に毎年オレンジリ

ボンに関する記事を掲載している。 

 ＊広報啓発ポスター、リーフレットの掲示、設置、昨年

からは児童虐待と密接に関係する DV 防止パネル展に

あわせて周知を図っている。 

 ＊にいバスへのラッピング、マグネットシールについて

は今後の検討とさせていただきます。 

③支援を必要とする妊婦への早期支援について 

Q:妊婦の悩み、心配事に早期に対応するためには市役所担 

当課に保健センターのサテライト的な機能を持たせ、市 

役所での母子健康手帳交付時にも保健師助産師の相談 

がうけられるような体制にすべきではないか。 

A:市では昨年 10月から子育て世代包括支援事業として、 

利用者支援事業（母子保健型）を開始、妊娠期から子育 

て期にわたる母子保健、育児に関する様々な悩み事に対 

応するため、保健センターに母子保健コーディネータ- 

助産師等を配置し、専門的な見地から相談支援を実施し 

ている。 

しかしながら、保健センターでの母子健康手帳交付は全 

体の約 20%、、市役所が 60%、出張所が 20%で、直接相談 

を受ける割合が少ないのが懸案となっている。 

＊今年度中に、保健センターから出張サービスとして母子 

保健コーディネーター、助産師を子育て支援課に配置 

し、母子健康手帳等の面接交付ができるように考えてい 

る。ご提案に感謝。 

④地域での子育て支援について 

地域子育て支援センターの設置拡大と、 

なかま保育の充実を要望しました。 

児童虐待防止について 
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